
第 15 回 学校法人日本医科大学医療安全監査委員会議事録 

 

Ⅰ．日 時      令和 6 年 7 月 11 日（木）午後 5 時 00 分 ～ 午後 6 時 15 分 

Ⅱ．場 所      日本医科大学健診医療センター2 階 第一会議室 

Ⅲ．出席者      長島委員長、小泉委員、櫻田委員、豊田委員、吉田委員 

（その他の出席者） 付属病院医療安全管理部 山口部長（副院長） 

 

  委員長が開会を宣言した後、議事に先立ち、現在の感染状況から当会議を対面にて

開催とし、状況に応じて今後の開催方法を判断する旨の説明があった。引き続き、令

和 6 年 7 月 1 日付で当委員会の委員に就任された吉田委員の紹介及び自己紹介があ

り、委員長からの指示により、事務局から配布資料の確認を行った。 

 

Ⅳ．議 事 

1. 付属病院医療安全管理体制について（令和 5 年度下期） 

    委員長からの指示により、事務局から日本医科大学付属病院医療安全管理委員

会（第 283 回～第 288 回）議事録よりインシデント報告、副作用・合併症報告

及び検討事項等を抜粋し、まとめた資料 1 に基づき、令和 5 年度下期の医療安全

体制について報告がされた。以下の事項について委員から発言があり、医療安全

管理部長からの説明・回答をもって確認を行った。 

・患者誤認について 

→ 緊急性や多忙の理由から、第一フェーズで基本ルールを外れる対応から患

者誤認を生じたが、第二フェーズで他部署担当者が確認する運用が確実に実行

されていることから実害はなく、病院全体では安全性を担保できていることが

説明された。また、新年度や新任職員の入職のタイミングで基本ルールの教育

が行われていることについて説明された。 

 

・虐待疑いの幼児の臓器提供について 

→ 幼児（蘇生後脳症）の家族からの臓器提供希望について、虐待が疑われる

ことや事件性が否定できないことなどから、これらの場合においては検視が優

先されることについて説明された。 

 

・ロボット手術について 

→ 高難度医療については高難度新規医療安全管理委員会で管理し、有害事象

が発生した際は逐次当委員会で検証が行われており、今回の事案については手

技の問題の可能性から臨時の医療安全管理委員会を開催し、外科系医師と検証

を行い、手術除外対象の見直し等が行われたことについて説明された。 

また、遠隔手術について、手術中の不測の事態対応の手術現場の術者の技量

が懸念されていることについて説明された。 

 

 



 

・患者からのハラスメントについて 

→ 東京都カスタマーハラスメント防止条例について、医師法の応召義務から

診療拒否の判断が難しい患者と一般のカスタマーは同義ではなく、医師会等が

医療業界での本条例の扱いをどのように解釈するか注視していることについ

て説明があった。また、問題のある患者については、ハイリスクペイシェント

として院内で情報を共有していることが説明された。 

 

・医師の働き方改革について 

→ 勤怠管理システムを導入し、出退勤、外勤、当直等を管理していること、「業

務」と「自己研鑽」の規則を設けていること、効率的に業務を行えるよう努め

ていることが説明された。 

 

・患者対応について（IC、不利益を被った患者等） 

→ IC については、病状のグレードで医師以外の医療従事者の同席の有無を判

断していること、IC 文書については、IC 委員会にて顧問弁護士と医療安全管

理部とが連携し、法的な齟齬等がないか、患者の権利が損なわれることがない

かなどを確認し整備していることが説明された。 

また、不利益を被った患者対応については、患者相談窓口で意見を収集し、

院長をはじめとする管理者がその意見を確認し、該当部署の対応が困難な事案

については医療安全管理委員会において対応を協議していることが説明され

た。 

診療科に直接不平、不満を訴える患者については、医療安全管理部、顧問弁

護士と連携し、法律面等をカバーし診療科のサポート体制を図っていることに

ついて説明された。 

 

 2. 令和 5 年度特定機能病院相互立入の実施結果について 

事務局から、資料 2 に基づき、令和 5 年 12 月 21 日実施の特定機能病院相互

立入についての実施報告がされた。 

 

 3. 次回の開催日及び議題について 

    事務局から資料 3 に基づき、令和 7 年度の開催予定日及び次回の議題案として

令和 6 年度上期の日本医科大学付属病院の医療安全管理体制及び医療法第 25 条

第 1 項の規定に基づく立入検査の実施に関する報告を主な議題とすることが確

認された。 

    また、医師の働き方改革に伴い、就業時間内の各種委員会の開催に向け、当委

員会の開催時間について協議し、「午後 5 時から午後 6 時終了予定」から「午後

4 時から午後 5 時終了予定」に変更とした。 

 

 



 

 4. その他 

  ・新型コロナウイルス感染症の第 5 類感染症移行後の状況報告 

配布資料に基づき、COVID-19 の感染状況と対応体制について報告された。 

 

【配布資料】 

・資料 1   令和 5 年度下期 医療安全管理委員会報告内容（第 283 回～第 288 回） 

・資料 2   令和 5 年度特定機能病院相互立入の実施結果について 

・資料 3   令和 6 年度医療安全監査委員会開催スケジュール 

・資料 4   日本医科大学付属病院 新型コロナウイルス感染症感染症法 5 類移行後 

の状況報告 

・参考資料 1 『第 283 回～第 288 回 医療安全管理委員会・臨時医療安全管理委員会

（令和 5 年 11 月 30 日開催）議事録』（写） 

・参考資料 2 第 14 回 学校法人日本医科大学医療安全監査委員会議事録 

 

以 上 


